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慣例となっている集落範囲は集落の環境美化ボランティアとしてお願いします。

集落間及び遠隔地は、集落で作業いただいた場合は謝礼を支払います。
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町道の草刈

慣例となって
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概ね５００ｍ以上離れ
ている場合
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慣例となって
いる集落範囲

道路の草刈幅



草刈の範囲Ａ＝Ａ１＋Ａ２　　水平幅とする。
草が河川一面に繁茂している場合はＡ3も加える。

崖地等は対象外
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ブロック ブロック ▽
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対岸の集落が異なる場合

参考 河川の草刈平均幅は下図を参考に目安値とする。

コンクリート等三面張
で草刈の必要がない
区間は対象外


